
船舶事故調査報告書 

令和４年６月８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年１１月２４日 ２０時４５分ごろ 

発生場所 山口県宇部港 

宇部港西防波堤灯台から真方位２６４°１,７２０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５６.２′ 東経１３１°１２.８′） 

事故の概要 貨物船第八末広
すえひろ

丸は、北東進中、また、交通船兼作業船かいりく７

号は、緩やかに右転しながら北東方へ航行中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和３年１２月２日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 第八末広丸、１９９トン 

１３６４７３、川田海運有限会社 

Ｂ 交通船兼作業船 かいりく７号、９.１トン 

２９１－３３８６６山口、宇部海陸交通株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、三級（航海） 

航海士Ａ、四級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板にペイント剥離 

Ｂ 左舷船尾部係船柱に凹損、船橋構造物に破損等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向  西、風力  ４、視界 良好 

海象：波高 約１.０ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか１人が乗り組み、法定灯火を表示

して航海士Ａが単独で手動操舵により操船し、船長Ａ等が甲板上で着

岸準備作業に当たり、約１０ノット（kn）の速力（対地速力、以下同

じ。）で宇部港の北西部（以下、通称の「西港」という。）に向けて宇

部港中央部を北北西進した。 

航海士Ａは、右舷方にＢ船の両舷灯を認めた後、Ｂ船の緑灯が見え

たので、Ｂ船が南西進してＡ船の船尾方を通過して沖に向かうと判断

し、Ｂ船から目を離して航行を続けた。 

航海士Ａは、西港の港口に至る可航幅約１００ｍの北東に延びる水

路（以下「西水路」という。）に達して西水路に沿って変針し、着岸

間近で前方に注意して見張りを行いながら同じ速力で北東進中、右舷

至近にＢ船を認め、Ａ船を追い越して行くと思い、機関を極微速力前

進とした。 

航海士Ａは、その後、Ｂ船が更に右舷船首に接近するので、衝突の

危険を感じ、探照灯を照らして機関を全速力後進としたものの、Ａ船



の船首部とＢ船の左舷船尾部とが衝突した。 

航海士Ａは、１.５海里レンジとしたレーダーを作動させていたも

のの、目視のみで見張りを行っており、レーダー画面を見ていれば、

Ｂ船が針路を変えて後方から接近することに気付いたのではないかと

本事故後に思った。 

Ｂ船は、船長Ｂほか１人が乗り組み、法定灯火を表示して西港に向

けて、西港東方の宇部港港奥の中央部を出港した。 

船長Ｂは、レーダーを停止し、約１０～１２kn の速力で手動操舵に

より操船に当たり、夜間に西港へ入航する船舶を余り見掛けたことが

なかったので、前路に航行の支障となる他船はいないと思い、甲板員

に夜間時の西港への入港方法の説明を行いながら、のり
．．

網を右舷側に

見ながら本船を西進させた。 

船長Ｂは、右舷側ののり
．．

網に視線を向けたまま西水路に向けて右転

を始め、緩やかに右転しながら同水路を北東方へ航行中、突然、操舵

室内が明るくなり、左舷至近にＡ船を認めたものの、どうすることも

できず、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

分析 

 

Ａ船は、手動操舵で北東進中、船長Ａが、レーダー画面を見ていな

い中、前方に注意して見張りを行いながら同じ針路及び速力で航行を

続けたことから、船尾方を通過すると判断して目を離したＢ船が針路

を変えて後方から接近することに衝突直前まで気付かず、探照灯を照

射し、機関を全速力後進としたものの、Ｂ船と衝突したものと考えら

れる。 

船長Ａは、北東進へと変針する前に右舷方にＢ船を認めた際、Ｂ船

の緑灯が見えたことから、Ｂ船が南西進してＡ船の船尾方を通過する

と判断したものと考えられる。 

Ｂ船は、手動操舵で緩やかに右転しながら北東方へ航行中、船長Ｂ

が、前路に航行の支障となる他船はいないと思い、右舷側ののり
．．

網に

視線を向けて航行を続けたことから、衝突直前まで前路を航行中のＡ

船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、夜間に宇部港西港へ入航する船舶を余り見掛けたことが

なかったことから、前路に航行の支障となる他船はいないと思ったも

のと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、宇部港の西水路において、Ａ船が北東進中、Ｂ船

が緩やかに右転しながら北東方へ航行中、船長Ａが、Ｂ船の緑灯が見

えてＢ船が南西進してＡ船の船尾方を通過すると判断してＢ船から目

を離し、前方に注意して見張りを行いながら同じ針路及び速力で航行

を続け、また、船長Ｂが、前路に航行の支障となる他船はいないと思

い、右舷側ののり
．．

網に視線を向けて航行を続けたため、互いに接近し

ていることに気付かず、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え



られる。 

・操船者は、他船の動静を一度だけで判断せず、自船から遠ざかる

まで継続して動静を監視し、また、レーダーを有効に活用して後

方を含めた周囲の見張りを行い、接近する他船を見落とさないよ

うにすること。 

・船長は、港を出入する場合、自ら操船を指揮すること。 

・船長は、航行中、前路に航行の支障となる他船はいないと思って

一定方向のみに視線を向けず、また、慣れた海域を航行する場合

であっても、レーダーを有効に活用して常時適切な周囲の見張り

を行い、他船を見落とさないようにすること。 

 


